
介護度

要介護１ 670 単位／日 57,641 円
要介護２ 740 単位／日 59,842 円
要介護３ 815 単位／日 62,199 円
要介護４ 886 単位／日 64,431 円
要介護５ 955 単位／日 66,600 円

介護度

要介護１ 670 単位／日 60,431 円
要介護２ 740 単位／日 62,632 円
要介護３ 815 単位／日 64,989 円
要介護４ 886 単位／日 67,221 円
要介護５ 955 単位／日 69,390 円

介護度

要介護１ 670 単位／日 83,681 円
要介護２ 740 単位／日 85,882 円
要介護３ 815 単位／日 88,239 円
要介護４ 886 単位／日 90,471 円
要介護５ 955 単位／日 92,640 円

介護度

要介護１ 670 単位／日 105,691 円
要介護２ 740 単位／日 107,892 円
要介護３ 815 単位／日 110,249 円
要介護４ 886 単位／日 112,481 円
要介護５ 955 単位／日 114,650 円

介護度
要介護１ 670 単位／日 138,737 円
要介護２ 740 単位／日 140,938 円
要介護３ 815 単位／日 143,295 円
要介護４ 886 単位／日 145,527 円
要介護５ 955 単位／日 147,696 円

2,066 円／日

※その他必要に応じて自己負担していただくもの
□医療費　□特別な食事　□電気製品持込料金　□日常生活用品費等　□理美容代
□教養、娯楽費　□個人通信費　□クリーニング代　□コピー代

特別養護老人ホーム　ぬくもりの里島立　利用単位表①

（ユニット型指定介護老人福祉サービス）　1割負担の方
令和６年８月１日改訂

す。合計額は加算単位が含まれていない目安となりますのでご承知おき下さい。

施設利用単位① 食費 居住費 合計（３１日）

※1単位＝１０．１４円での計算になります。端数が出るため、日数によって料金が変わりま

＜利用者負担第１段階＞　　（生活保護受給者の方・老齢福祉年金受給者の方）

300 円／日 880 円／日

＜利用者負担第２段階＞   （住民税非課税世帯の方で合計所得金額と課税年金収入と非課税年金収入
の合計が80万円以下+預貯金などの資産が単身：650万以下　夫婦：1650万以下）

施設利用単位① 食費 居住費 合計（３１日）

390 円／日 880 円／日

＜利用者負担第３段階①＞   （住民税非課税世帯の方で合計所得金額と課税年金収入と非課税年金収
入の合計が80万円以上120万以下+預貯金などの資産が単身：550万以下　夫婦：１550万以下）

施設利用単位① 食費 居住費 合計（３１日）

650 円／日 1,370 円／日

＜利用者負担第３段階②＞   （住民税非課税世帯の方で合計所得金額と課税年金収入と非課税年金収
入の合計が120万円以上+預貯金などの資産が単身：500万以下　夫婦：1500万以下）

施設利用単位① 食費 居住費 合計（３１日）

1,360 円／日 1,370 円／日

＜利用者負担第４段階＞　　（上記以外の方）

施設利用単位① 食費 居住費 合計（３１日）

1,730 円／日



安全対策体制加算 20単位／月
担当者が安全対策に係る外部の研修を受講し、組織
的に安全対策を実施する体制を備えている事業所を
評価する加算。（入所時1回）

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
基本利用単位＋加減算
＝総単位数×0.14

介護職員等の安定確保のため、処遇を改善する
ことを目的とする加算

退所時１回限度

退所前連携加算 ５００単位／回 退所時１回限度

科学的介護推進体制加算 40単位／月
ＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況そ
の他の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚
労省に提出している。

退所時相談援助加算 ４００単位／回

死亡日以前４５日以上３１日以下

１４４単位／日 死亡日以前４日以上３０日以下

退所前後訪問相談援助加算 ４６０単位／回 入所中１～２回及び退所後１回程度

日常生活継続支援加算 ４６単位／日

要介護４～５の入所者が70％以上又は
認知症日常生活自立度Ⅲ以上が65％上又はた
んの吸引等が必要な入所者が15％以上
介護福祉士の配置が６：１以上

看取り介護加算（Ⅰ）

入所者・家族の同意を得た計画に基づき施設における
一連の看取り介護を行った際、死亡日から一定期間算
定

　１２８０単位／日 死亡日

６８０単位／日 死亡日以前２日又は３日

７２単位／日

例）　糖尿病食・心臓病食

療養食加算

褥瘡マネジメント加算 １０単位／月
褥瘡リスクの評価・褥瘡予防ケア計画の作成・管理（３
カ月に１回を限度）

６単位／回
医師の発行する食事箋に基づいて提供。

経口維持加算（Ⅱ） １００単位／月 (Ⅰ)に協力歯科医等が加わった場合

栄養マネジメント強化加算 １１単位／日
管理栄養士を通常の配置数より多く配置すること
と栄養状態の情報をを厚労省と連携共有するこ
とで算定

外泊時費用 ２４６単位／日

看護体制加算（Ⅰ） ４単位／日 常勤看護師１名以上配置

　特別養護老人ホーム　ぬくもりの里島立

　加算単位表②

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２単位／日
以下のいずれかに該当
①介護福祉士が８０％以上配置
②勤続１０年以上介護福祉士35％以上配置

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８単位／日 介護福祉士が６０％以上配置

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６単位／日

以下のいずれかに該当
①介護福祉士が50％以上配置
②常勤職員75％以上配置
③勤続7年以上の者30％以上

看護体制加算（Ⅱ） ８単位／日 看護職員の配置が２５：１以上　

個別機能訓練加算（Ⅰ） １２単位／日 個別機能訓練計画の作成と実施

夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ １８単位／日
夜勤を行う介護職員又は看護職員が最低基準を1以上上
回っている

経口移行加算 ２８単位／日 原則１８０日限度

経口維持加算（Ⅰ） ４００単位／月
医師の指示に基づいて関係職員が協働して食事の観察等を
行い、経口維持計画の策定及び実施をしている場合であっ
て医師の発行する食事箋に基づき栄養管理を行った場合

病院への入院を要した場合、及び居宅における
外泊を認めた場合、一月に６日を限度とする。

個別機能訓練加算（Ⅱ） ２０単位／月
個別機能訓練計画の内容等の情報を厚労省と
連携共有し、機能訓練の適切かつ有効な実施
のために活用することで算定

初期加算 ３０単位／日 入所30日を限度


